
地域部活動推進における萩原スポーツクラブの対応について  2021.10.26 

 

説明内容 

 

 １．令和３年度地域部活動推進事業」について 

   

地域部活動推進事業について説明します 

・資料１ 「地域部活動推進への対応について」 を参照 

 

 

 ２．会員サービス事業について 

 

  地域部活動推進は、萩原ＳＣの会員サービス事業を変更・改善して対応することになります。 

そこで、会員サービス事業について再確認し、みなさんの共通認識を高めたいと思います。 

・資料２ 「会員サービス事業のご紹介」 を参照 

 

 

 ３．会員サービス事業の改革について 

 

  地域部活動推進に伴う会員サービス事業の改革について、その目的や効果を説明します。 

主要な変更項目であるサークル及びスクールの変更案を説明します。 

・資料３ 「地域部活動推進に伴う会員サービス事業の改革(案)」 を参照 

 

 

 

  地域部活動推進事業は、学校と地域が連携して行う中学校運動部活動改革です。下呂市は、地域の

連携先として総合型クラブを想定しました。また、少子化対策として部活動を学校単位から地域単位

の活動に切り換えることにしました。萩原南中、萩原北中、小坂中を下呂市北部地域とし、萩原ＳＣ

はこの地域の連携先となります。 

  クラブは、部活動支援を目的とする保護者クラブなどの保護者組織ではありません。学校と協働で

地域の中学生のスポーツ育成を行っています。今回の地域部活動についてもクラブの事業理念・方針

を踏まえた中で、中学校と協働で対応することになります。そのため、協議すべき事項はたくさんあ

ります。 

  令和３年度は、実践研究として、既に事業を開始しています。クラブのサークル活動をベースにし

た運用を提案し実施しています。運営委員会にて概要説明はしていますが、具体策は今回が最初にな

ります。進捗状況について、ここで報告します。 

 

  添付資料  「地域部活動申請方法」「地域部活動申請書」 


